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一部負担
金の割合 所得区分 入院時の自己負担限度額（世帯単位）外来時の自己負担

限度額（個人単位）

３割 現役並み所得者 （※１） 57,600 円
80,100 円＋ ( 総医療費－ 267,000 円）×１％

4回目から 44,400 円（※６）

１割

一般所得者  ( ※２) 14,000 円（※５）
57,600 円

4回目から 44,400 円（※６）

区分Ⅱ （※３） 8,000 円 24,600 円

区分Ⅰ （※４） 8,000 円 15,000 円
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　月ごとに支払った医療費の合計額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として後日、
本人に支給される制度のことです。後期高齢者医療では、高額療養費の申請を一度行うと、
その後は限度額を超えた負担があった場合は申請しなくても支給されます。
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※ 1 　同一世帯の後期高齢者医療被保険者に住民税の課税所得が 145 万
円以上の人がいる場合。

※ 2　現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の人。
※ 3　被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税の人（区分Ⅰ以外の人）。
※ 4 　被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得

が０円となる人（年金の所得は控除額を 80万円として計算）。
※ 5 　自己負担額の年間（毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで）の合計

額が 144,000 円を超えた場合、超えた額が払い戻されます。
※ 6 　過去 12 ヵ月で入院時の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給

が４回以上あった場合、4 回目以降は自己負担限度額が 44,400 円と
なります。

★  75 歳到達月（月の初日以外）は、上記自己負担限度額が 1 ／ 2 となり
ます。

・ 「限度額適用・標準負担額減額認定証」（以下、減額認定証）

を医療機関の窓口に提示することにより入院時の食事代と保

険適用の負担が減額されますので、国保ねんきん課または各

支所健康福祉地域事務所で申請し、交付を受けてください。

・ 今まで加入していた保険で、「減額認定証」を交付されてい

た人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、改め

て担当窓口で申請が必要です。

区分Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」の交付を受けることができます。




